
高知県私立幼稚園等特別支援教育費補助金交付要綱新旧対照表（抜粋）

新 旧

（補助金の額）

第５条 交付する補助金額は定額とし、補助金の交付を受けようとする年度

の５月１日又は 10 月 1 日現在において在園する心身障害児の数に県が別

表第２に定める単価に乗じて得た額以内の額とする。

（附 則） 略

（附 則）

この要綱は、令和７年４月１日から施行する。

（補助金の額）

第５条 交付する補助金額は定額とし、補助金の交付を受けようとする年

度の５月１日現在において在園する心身障害児の数に県が別表第２に定

める単価に乗じて得た額以内の額とする。

（附 則）略

＜ 追 加 ＞



高知県私立幼稚園等特別支援教育費補助金交付要綱新旧対照表（抜粋）

新 旧

別表第２（第５条関係）

心身障害児１人あたりの単価

別表第２（第５条関係）

５月１日又は 10 月１日現在において在園 ３９２，０００円

５月１日及び 10 月１日現在において在園 ７８４，０００円

５月１日現在において在園する心身障害児

１人あたりの単価

７８４，０００円


